
特定健診
問　健康づくり推進課 （健康管理センター内）　☎82-0105

特定健診のご予約はお済みですか？

茅野市国保加入者の

特定健診の対象者は国民健康保険加入の 40歳～ 74 歳の方です
令和６年４月１日現在の国保加入者には、 受診票をお送りしました。 それ以降に国保に加入した方は、 お問い

合わせください。

特定健診実施期間 　　  月　　　    日 （木） まで10  31
特定健診の受け方 ① 届いている通知から医療機関を選ぶ

② 健診受診日を予約する

③ 受診票を持参し健診を受ける

自己負担額 無料　（健診は、年に１回です。特定健診か人間ドックのどちらかを選んでお受けください）

特定健診内容　－1年に 1度は受診して、経年変化を見ていきましょう！－
問診、 身長、 体重、 腹囲、 血圧測定、 尿検査、 診察、 心電図 （希望者）

血液検査 （血糖検査、 肝機能検査、 血中脂質検査、 肝機能検査、 腎機能検査）

健康づくりポイント事業実施中！

健診受診、 健康づくり講座への参加などで、

健康づくりに取り組み、 ポイントを貯めて抽選

に参加できる事業です。

応募していただいた方、 全員

に参加賞を進呈します。

特定健診は、 健康づくりポイ

ント事業の必須項目です。

みなさんの健康づくりを応援します！

茅野市健康づくりポイント
応募期間 令和６年５月７日～令和７年３月１日

令和６年度応募用紙

茅野市健康づくりポイント応募用紙必要事項をご記入の上、茅野市健康管理センターへお持ちください。

※ポイント事業に参加して、健康に対する意識が変わりましたか？いずれかに○をしてください。

＊20歳以上の市民の方、
　期間中に一人1回、応募できます。

（裏面にポイント欄）

健
康づ

くりポイント

令和6年
健康づくりポイントって？
健診受診、健康づくり講座への参加などで、健康づくりに取り組み、ポイントを貯めて抽選に参加できる事業です。楽しみながら健康づくりに取り組むことで市民の健康の保持増進を図ることを目的としています。

応募用紙はどこにあるの？
応募用紙は、茅野市健康管理センター、各保健福祉サービスセンター、各地区コミュニティセンターにあります。市役所ホームページからのダウンロードも可能です。

ポイントの貯め方は？
健康ポイント事業に参加すると、ポイントシールを差しあげます。応募用紙にシールを貯めてください。

応募方法は？
５ポイントを集め、応募用紙に必要事項を記入し、茅野市健康管理センターへお持ちください。ポイントを確認後、参加賞を進呈いたします。期間内１人１回の応募が可能です。応募期間は、令和６年５月７日～令和７年３月１日です。抽選で100名様に賞品が当たります。当選した方には３月中にお知らせします。

対象者は？
20歳以上の市民の方です。

対象期間は？
令和６年３月１日～令和７年２月２８日に実施の健診や事業が対象です。応募期間は 令和６年５月７日～令和７年３月１日です。

◎応募していただいた方全員にもれなく参加賞を進呈します。◎また、抽選で100名様に下記の希望する商品が当たります。★ご希望の商品ひとつに○をしてください。　当選した方には連絡をさせていただきます。
①そば  ②米　③寒天製品　
④減塩食品詰め合わせセット
⑤加湿器　⑥体重計　⑦塩分計　⑧血圧計
⑨茅野市商業連合会商品券（5,000円分相当）

「はい」と答えた方へ、変化のあった内容をご記入ください。「既に健康づくりに取り組んでいる」と答えた方へ、取り組んでいる内容をご記入ください。

※健康づくりポイント事業についてのご意見をお聞かせください。

住　　所 茅野市

氏　　名

生年月日 　 　     年　　  　月　　　　日生まれ（　　　歳）
電話番号

はい 既に健康づくりに取り組んでいる いいえ

日中連絡がとれる番号をご記入ください

例）「週に３回、30分のウォーキングをするようになった」　　　「６か月で2kg減量した」　「野菜を沢山食べるようにした」　　「塩分に気を付けるようにした」　「初めてがん検診を受けた」　　「初めて献血をした」 「禁煙した」

家庭血圧を測ろう！

健診で血圧が高くなり始めた A さん

「このままで大丈夫かな？」 と心配に思って

いたけれど ・ ・ ・

① まず家庭血圧の測定を始めました

② 体重コントロールと減塩にもチャレンジ中

③ 血圧記録手帳を記録しながら血圧の経過

　　をみています

●受診の目安

　 「家庭血圧」 の平均が 「135/85 以上

　 の方」 は、 記録を持って受診し、 医師

　 に相談しましょう。

　 ＊１か月生活習慣を改善しても血圧が

　 　 下がらなければ治療対象となります。
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国民年金だより№191

保険課　国保年金係　☎72-2101（内線324）

岡谷年金事務所　　☎23-3661

２０歳から６０歳までの国民年金加入の方

保険料を納めることが経済的に難しいときは、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。申請者本人、そ

の配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料納付が全額免除または一部免除（４

分の３、半額、４分の１）になります。

保険料を未納のままにしておくと、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取る

ことができない場合がありますので、お早めに申請をしましょう。

令和６年度の保険料免除の受付は７月１日（月）から始まります。令和６年度の免除の承認期間は７月（または国民年金加

入開始月）から翌年６月までです。

免除の種類 令和5年中の所得額 免除期間中に納める保険料（月額）

全額免除 67万円 → 0円

4分の3免除 88万円 → ４,25０円

半額免除 128万円 → ８,490円

4分の1免除 168万円 → １２,740円

国民年金保険料の免除制度

例えば、単身世帯の方が令和６年度の申請をした場合（下記所得額はあくまでも目安です）

茅野市役所保険課（１階７番窓口）、または岡谷年金事務所

・マイナンバーカードまたは通知カード

・本人確認のできる証明書（運転免許証等）　

・年金手帳または基礎年金番号通知書

・失業を理由とするときは、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証などの写し

申請してから２～３か月すると、日本年金機構からご自宅に審査結果がハガキで届きます。

全額免除の承認通知書が届いた場合は納める保険料はありませんが、一部免除の場合は後日郵送される納付書で保険

料を納めてください。一部免除の期間中、必要な保険料を納めないと 「未納」 とみなされ、年金を受け取れなくなったり

年金額が減ったりしますのでご注意ください。

却下通知書が届いた場合は、お手元の納付書で保険料を納めてください。納付書を紛失した場合は、岡谷年金事務所ま

でご連絡ください。

国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例が承認された期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、将来受

け取る老齢基礎年金の年金額は少なくなります。

そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、１０年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼっ

て納める（追納する）ことができます。追納制度については来月号にてご案内予定です。

免除期間中に納める保険料の目安

窓口

持ち物

手続きの流れ

申請期間の年金の取り扱い
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